
サンプルテキスト

   

ニュースコンテナー記事 No．９                                                    ■ 発行 ２００９．４．１０       

建築物衛生法施行規則の一部改正  厚生労働省 
 

 

 

 

    

      

「あなたの分析室Ｗｅｂシステム｣ 過去データから最新の分析結果、分析の進捗状況まで 

あなたのパソコンからいつでも好きなときにご確認いただけます。 

まずは、お問合せください。 

  

〒336 -0015 さいたま市南区大字太田窪 2051 番地 2 

TEL.048-887-2590   FAX.048-886-2817 
ＵＲＬ：www.knights.co.jp 

今すぐ、結果が知りたい！っと思った事ありませんか？ 業界初新サービス、しかも無料！ 

 
平成 21 年 3月 30日付けで、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）施行

規則の一部を改正する省令が発表されました。この改正は、平成 21 年 4 月 1 日から施行されます。 

この改正を受け、地下水及び水道水又は専用水道から供給を受ける水以外を水源の一部又は全部

使用している場合に必要となる検査（1 回/3 年）は、以下の 7項目となります。 

・四塩化炭素 

  ・シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 

  ・ジクロロメタン 

  ・テトラクロロエチレン 

  ・トリクロロエチレン 

  ・ベンゼン 

  ・フェノール類 

また、有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）の基準値も 3mg/l へと変更になります。 

 

当社は、建築物衛生法に基づく飲料水水質検査業として登録がある他、水道法第 20 条に基づく水

質検査機関として、厚生労働大臣登録を受けています。水質検査のことは当社へご相談下さい。 

 
資料 2009 年 3 月 30 日 官報 

 

品質検査箇所 貝森繁基 
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